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１ 児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する事業者が

補助を受ける場合に，必要書類を添えて申請します。 

 

２ 補助対象事業要件 

（１） 館山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第１８号。以下「条例」という。）第１０条第２項に定める支援の単

位を構成する児童の数が１０人以上であること（放課後児童の保護者を主とする

運営主体である場合を除く。）。 

（２） 年間２５０日以上（利用者に対するニーズ調査を行った結果，２５０日開所する

必要がない場合は，２００日以上）開所すること。 

（３） 保育対象者を特定の者に限定しておらず，補助対象事業について，他の営利事業

と運営及び会計を明確に区分していること。 

（４） 事業の設備及び運営について，条例に定める最低基準に適合していること。 

 

３ 申請書添付書類 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書 

（３） 児童名簿 

（４） 指導員の経歴書 

（５） 施設の概要 

（６） 規約及び役員名簿 

（７） 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

 

４ 提出窓口 

  館山市役所本館１階 こども課 


